
                              議案第５４号  

 

       鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正        

       について 

 

 次のように改める。 

  令和８年６月２日提出 

                    鹿沼市長 松 井 正 一      

 

 

 

 

 

   鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 鹿沼市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３４年鹿沼市条例第１１号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条に次の１号を加える。 

 (15) 潜水業務手当 

 第１８条を第１９条とし、第１７条を第１８条とし、第１６条の次に次の１

条を加える。 

 （潜水業務手当） 

第１７条 潜水業務手当は、消防職員が潜水器具を着用し、潜水訓練又は潜水

作業に従事したときに支給する。 

２ 前項に規定する手当の額は、従事１回につき１，０００円を超えない範囲

で規則で定める。  

   附 則 

 この条例は、令和８年７月１日から施行する。 


